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本日の説明内容

１．議案内容

２．風致地区とは

３．行為の制限

４．江汐風致地区の概要

５．区域変更の内容

６．経過報告と今後のスケジュール

７．質疑応答
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１．議案内容
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＜１．議案内容＞
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＜１．議案内容＞



２．風致地区の概要

・風致地区とは、都市計画で定める地域地

区のひとつで、都市における良好な自然的

景観を維持するため、特に必要とされる地

区を指定しています。

この地域内では一定の行為が制限されます

が、良好な自然環境が維持されています。
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＜２．風致地区の概要＞風致地区の区分

第１種風致地区

自然景観の眺望を確保することにより、良好な
自然環境との調和を図る地区

第２種風致地区

緑地を保全することにより、良好な自然景観を
維持する地区

第３種風致地区

都市的な土地利用に配慮しつつ、自然景観を生
かした生活環境を保全し、又は創出する地区

山陽小野田市
全ての風致地区
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P７

風致の維持に影響を及ぼす一定の行為に対して制限

を定めています。その行為を行う場合は、あらかじ

め、市長の許可が必要になります。

３．行為の制限

許可が
必要です！

× ×
×



＜３．行為の制限＞

P８

風致地区内における行為の制限

・建築物の新築、改築、増築又は移転

・建築物の色彩の変更

・宅地の造成、土地の開墾、土地の形質の変更

・水面の埋立て又は干拓

・木竹の伐採

・土石類の採取

・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積



風致地区内における建築制限

・建 築 物 の 高 さ 制 限＝１５ｍ以下

・建 ぺ い 率＝４０％以下

・緑 地 率＝２０％以上

・敷地の境界までの距離＝１ｍ以上
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１５ｍ

＜３．行為の制限＞

投影面積



区域指定：昭和３０年３月３１日

面 積：１０９．０ｈａ

指定当初の理由

江汐自然公園は江汐池を中心とする景観地で区域内には学術上貴重

な各種樹木が密集し、更に異種樹木の補植を行い、自然植物園を造

成し併せて諸種の施設を整備するため目下幹線園路に着手し、民有

地の一部を買収する等公園建設に努めつつある。しかしながらこの

公園周辺には炭坑が操業しており、且つ、境域内には民有地を含ん

でいるため、公園所要地を確保し、風致を維持して公園の効用を図

るためには所要範囲の風致地区指定をなす必要がある。

市内最大

４．江汐風致地区の概要
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昭和２６年 江汐公園の整備を開始

昭和３０年３月 江汐風致地区として区域指定

昭和３９年４月 公園供用開始（４ｈａ）

平成元年 国土調査により行政界の確定

平成１４年度 県道江汐公園線・企業団地の完成

平成２５年４月 風致地区の権限を県から市に移譲

江汐風致地区の沿革

＜４．江汐風致地区の概要＞



菩提寺山風致地区

縄地ヶ鼻風致地区

竜王山風致地区

本山岬風致地区

江汐風致地区江汐風致地区

（109.00ha）

（45.00ha）

（7.25ha）

（75.50ha）

（3.50ha）
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江汐風致地区

P１３

朝陽
カントリー
ゴルフ場

企業団地

県道江汐公園線



＜４．江汐風致地区の概要＞

行政界

道路界
道路界

昭和３０年の区域図面
P１４

公園区域

公園界

風致区域



行政界

道路界

公園界

道路界

＜４．江汐風致地区の概要＞

現在の区域図面
P１５

公園区域

風致区域



変更部分

１．国土調査の結果→

２．道路整備の結果→

風致地区の区域として明らかに不合理な部
分について変更を行うものです。

風致地区の区域を新たに広げる変更で
はありません。

５．区域変更の内容
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行政界（市界、大字界）

道路界（県道江汐公園線）



江汐風致地区

＜５．区域変更の内容＞
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風致区域
市界

道路界

大字界



変更前

変更後

＜５．区域変更の内容＞
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市界

道路界

大字界
風致区域



２．江汐風致地区の概要
江汐風致地区

＜５．区域変更の内容＞
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２．江汐風致地区の概要
江汐風致地区

＜５．区域変更の内容＞

風致地区

見直しライン

風致地区

見直しライン
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６．経過報告と今後のスケジュール

平成２６年６月２６日 説明会

７月 １日 変更の案の縦覧（開始）

７月１５日 変更の案の縦覧（終了）

９月 １日 市都市計画審議会（本日）

９月中旬 県知事協議

９月下旬 県知事同意

９月下旬 決定告示

～
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７．質疑応答
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